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   弘前圏域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書 

 

 弘前市（以下「甲」という。）と平川市（以下「乙」という。）は、平成２３年 

１０月１２日に締結した弘前圏域定住自立圏の形成に関する協定について、その一部 

を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

第３条第３号に次のように加える。 

  イ 行政事務の効率化 

(ｱ) 電算システムの共同利用 

ａ 取組の内容 

電算システムの共同利用により、コストの削減、利便性、効率化、セキ 

ュリティの向上、災害時の業務継続における対応力の強化を図る。  

ｂ 役割分担 

(a) 甲の役割 

     市町村間の調整を図りながら電算システムの共同利用に取り組むとと  

もに、必要な経費を負担する。 

(b) 乙の役割 

     甲と連携して電算システムの共同利用に取り組むとともに、必要な経 

費を負担する。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

  平成  年  月  日 

 

甲 弘前市大字上白銀町１番地１ 

弘前市 

市 長  櫻 田   宏 

 

乙 平川市柏木町藤山２５番地６ 

平川市 

市 長  長 尾 忠 行 

 


